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１ 法務局手続案内予約サービスから予約する場合 

 
  (1) 法務局⼿続案内予約サービスに⼊り、以下の画⾯から「東京法務局（東京

都）」をクリックしてください。 

 
 
 
 
 (2) 「オンライン予約⼿続き」をクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 登記⼿続案内には①「ウェブ」⼜は②「対⾯・電話」による⽅法があります。 
 
 ①「ウェブ」による登記⼿続案内を予約される場合 
 

   ウェブ会議を利⽤することで、東京法務局にお越しいただくことなく、⾃宅や
会社等でパソコン等の画⾯をご覧いただきながら、説明を受けることができま
す。 

 
「オンライン予約⼿続き」画⾯の先頭に、 
「【ウェブ会議による】東京法務局 不動産登記⼿続案内」と 
「【ウェブ会議による】東京法務局 会社・法⼈登記⼿続案内」 

の枠が表⽰されていますので、予約されたい登記⼿続の枠をクリックして、予約
⼊⼒画⾯に進んでください。 
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②「対⾯・電話」による登記⼿続案内を予約される場合 
 
※予約の詳細⼊⼒画⾯の中で、「対⾯」⼜は「電話」のどちらで案内を受けた

いか選択していただきます。 
 

「対⾯・電話」による登記⼿続案内は、不動産の所在地⼜は会社・法⼈の本店
所在地を管轄する登記所のほか、お住まいの最寄りの登記所でもご利⽤いただく
ことができます。 
 

最初に、登記⼿続案内を受けたい登記所を検索します。 
※管轄登記所⼜は最寄りの登記所は、こちらから確認してください。 

 
例えば、渋⾕出張所で⼿続案内を受けたい場合は、「キーワードで探す」の枠

内に「渋⾕」と⼊⼒して「キーワード検索」をクリックすると、右側に、渋⾕出
張所で予約可能な⼿続案内の枠が表⽰されます。 

 
 本局（千代⽥区九段南）で⼿続案内を受けたい場合は、「キーワードで探す」
の枠内に「本局」と⼊⼒して「キーワード検索」をクリックしてください。 
 

 
 
 

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all.html
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次に、案内を受けたい登記の枠をクリックして、予約⼊⼒画⾯に進んでくださ
い。 

 
   各登記所の登記⼿続案内で扱っている登記の種類は、以下の３種類です。 
    ・不動産【権利】登記 
    ・不動産【表⽰】登記 
    ・会社・法⼈登記 

     
   ※「不動産【権利】登記」は、 

・住宅ローン完済等した場合に必要な「 （根）抵当権の抹消登記」、 
・不動産所有者の住所や⽒名を変更した場合に必要な「所有者の住所・⽒

名の変更登記」、 
・不動産を相続・売買等した場合に必要な「所有権移転登記」 
などの⼿続案内を受けたい場合に選択してください。 

 
    ※「不動産【表⽰】登記」は、 

・建物を取り壊した場合に必要な「建物の滅失登記」、 
・⼟地の地⽬（宅地、畑、雑種地など）を変更した場合に必要な「⼟地の

地⽬変更登記」、 
・隣接する複数の⼟地を⼀つにまとめるために必要な「⼟地の合筆登記」 
などの⼿続案内を受けたい場合に選択してください。 

   
最後に、予約⼊⼒画⾯に進んだ後の操作⽅法についてご不明点がある場合は、

画⾯の下部に表⽰される「サポート」欄にある「ヘルプ」⼜は「よくあるご質
問」を御確認ください。 
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２ 法務局手続案内予約サービスから行った予約の内容を変更する場合 

 
    予約サービスでの予約の内容の変更は、予約⽇の前⽇正午まで⾏うことができます。 

  ※上記を過ぎた場合は、東京法務局⺠事⾏政調査官室（03−5213−1319）に直接 
連絡してください。 

     
(1) 予約完了後に、登録いただいたメールアドレス宛てに届いた「東京法務局 登

記⼿続案内予約受付メール」に記載されている「予約内容照会 URL」をクリック
してください。 

 
(2) 上記(1)メールに記載されている「予約番号」と「パスワード」を⼊⼒し、「照

会する」をクリックしてください。 

 
 
(3) 法務局⼿続案内予約サービスから⾏う場合は、「予約状況の確認」をクリック

してください。上記(2)の画⾯に遷移します。 
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(4) 「予約内容の照会」画⾯（予約内容の詳細が表⽰されている）の下部にある
「修正する」をクリックしてください。 

 
 

(5) 予約時に⼊⼒した⼿続内容の⼊⼒画⾯が表⽰されますので、変更の上、同画⾯
下部にある「確認へ進む」をクリックしてください（予約⽇時以外の変更の場
合。予約⽇時を変更する場合は(7)へ。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
(6) 「予約変更確認」画⾯に遷移するので、変更内容（⻘字）が反映されているかご

確認の上、同画⾯下部にある「修正する」をクリックしてください。 
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(7) 予約⽇時を変更する場合は、(5)の画⾯の上部にある「変更する」をクリックし
てください。 

 
 
(8) 予約⽇を選択する画⾯で変更したい⽇「〇」をクリックしてください。 
   ※現在予約中の⽇は「✔」が表⽰されています。 

 
(9) 時間を選択する画⾯で時間「〇」を選択し「変更する」をクリックください。 
   ※時間を選択すると「〇」から「✔」に表⽰が変わります。 

 

 
(10) 以後は、上記(5)及び(6)に同じです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｃ 
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３ 法務局手続案内予約サービスから行った予約をキャンセルする場合 
 

予約サービスでの予約のキャンセルは、予約⽇の前⽇正午まで⾏うことができます。 
  ※上記を過ぎた場合は、東京法務局⺠事⾏政調査官室（03−5213−1319）に直接 

連絡してください。 
 
  

(1)「予約内容の照会」画⾯（予約内容の詳細が表⽰されている）の下部にある「取
下げる」をクリックしてください。 

  なお、同画⾯への⾏き⽅は、上記１(1)から(3)までを参照してください。 
 

 
 
 

(2)「取下げ事由⼊⼒」画⾯に遷移しますので、同画⾯下部にある「確認へ進む」を
クリックしてください。 

  ※取下げ事由は未記⼊で構いません。 

 
 

(3)「予約取下げ確認」画⾯に遷移しますので、同画⾯下部にある「取下げる」をク
リックしてください。 

 
 
 
 
 


